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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 平成２６年２月１７日 定例庁議 

開 催 日 時  平成２６年２月１７日（月）午前９時１３分～午前１０時４３分 

開 催 場 所  朝霞市役所 別館３階 市長公室 

出 席 者 

富岡市長、田中副市長、和田教育長、田中審議監、小林総務部長、

佐藤市民環境部長、三田福祉部長、藪塚健康づくり部長、柳原都市

建設部長、細沼会計管理者、田中水道部長、内田議会事務局長、谷

井学校教育部長、島村生涯学習部長、内田監査委員事務局長、吉川

都市建設部次長兼都市計画課長、比留間都市建設部次長兼道路交通

課長 

（担当課） 

菅田健康づくり部次長兼健康づくり課長、佐甲同課長補佐、坂田同

課健康推進係長 

（事務局） 

村山政策企画室長、佐藤同室主幹兼室長補佐、同室政策企画係山﨑

主事、稲葉秘書室長 

会 議 内 容  
（１）あさか健康プラン２１（第２次）について 

（２）平成２６年第１回朝霞市議会定例会提出議案について 

会 議 資 料  

（１）あさか健康プラン２１（第２次） 

   ～みんなでつくる健康のまち～（案） 

（２）平成２６年度第１回朝霞市議会定例会提出議案について 

会 議 録 の  

 

作 成 方 針  

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の

保存期間 

 

会議録の確認方法 

出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の  

必 要 事 項  
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）                             

【市長あいさつ】 

 

【議題】 

（１）あさか健康プラン２１（第２次）について 

 

【説明】 

（担当課：菅田） 

「あさか健康プラン２１」の第２次計画は、国の「健康日本２１（第２次）」、県の「健康埼玉２

１」の基本理念に基づいた、市民の健康増進を図る計画である。 

第２次計画では、国の全体目標である健康寿命の延伸や、ライフステージに応じた心身機能の維

持及び向上、健康を支え・守る地域社会づくり等の新たな健康課題を１次計画に加え、あさか健康

プラン２１推進メンバーと健康づくり推進協議会で作成した。 

 ５ページでは、「あさか健康プラン２１（第２次）」の基本的な考え方として、計画の理念を「健

康な状態」の概念規定し、基本的な方向として、「すべての市民が共に支え合い、健やかで心豊かに

生活できる活力ある朝霞の実現」を目指すべき姿として、５つの基本的な方向①健康寿命の延伸・

健康格差の縮小②生活習慣病の発症予防・重症化の予防③社会生活を営むために必要な機能の維持

向上④健康を支えるための社会環境の整備⑤生活習慣及び社会環境の改善 とした。 

続いて、７ページから１９ページまでは、５つの基本的な方向の施策の展開をまとめたものであ

る。 

  

次に２０ページから２３ページですが、健康づくりは、行政の取り組みだけでは達成できない。

市民ひとりひとりの「くらしの中から健康づくりの取り組み」が必要である。このことから、ライ

フステージ毎の健康づくり活動について、「ひとりひとりができること」の提案と、地域行政ができ

ることを示した。 

そして、最後の２９ページは、健康づくり活動を推進するためのシンボル事業である。 

なお、前回の政策調整会議で指摘があった点を修正・変更した。主な点は、２ページ上段の「市

の目標値を中間目標で設定している理由を明記した。６ページから１９ページの主な取り組みの事

業担当課を来年度の機構改革に合わせて修正した。１４ページの中断に、「健康あさか普及員」の 

説明と目標値を追加した。５３ページから５５ページにパブコメの結果を追加した。また、７０ペ

ージの用語解説の追加である。 

最後に今後の予定であるが、３月中に計画書を印刷・製本し、３月末に議員及び関係各所に計画

書を配布、３月２９日（土）健康づくり講演会において市民へ第２次計画のお披露目を行い、４月

にダイジェスト版の配布、広報５月号において「あさか健康プラン２１（第２次）」の周知を考えて

いる。 

以上が、あさか健康プラン２１（第２次）の概要である。 

［２月１０日政策調整会議の要旨について報告］ 

（田中審議監） 

・この計画に記載されている目標値が平成２９年度となっているが、本来この計画は平成３４年度
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を目標としているにも関わらず、中間的な平成２９年度の目標値を使用していることについての

説明が必要である。この点についての回答は、この計画は９年間と長いものであり、健康指標の

変更を回避するため、平成２９年度の中間的な数値をあえて目標値として使用している。平成３

４年度の目標については、平成２９年度の結果等を踏まえて、最終的な目標値を算出して行く。 

・県の数値を多く引用しているが、様々な年度から引用しているため平成２９年度も目標値とどの

ように進捗状況を見ていくかとの難しさがあると指摘があった。この点については、保健統計そ

のものがこのような手法で行われているため、この手法で行わざるを得ないとの事であった。 

・計画が平成３４年度までの計画となっていながら、全体的に見ると平成２９年度を目標とした計

画に見て取れる。実質は前期計画の役割になるのではないかとの指摘については、指標について

は、毎年評価できるものは評価を行い、全体をまとめて平成２９年度に中間評価を行うとの事で

あった。 

 

【質疑】 

（田中副市長） 

・６５歳の健康寿命は小数点第二位まで出す必要があるのか。 

（担当課：菅田） 

・県で小数点第二位まで出している。 

（田中副市長） 

・他の市も小数点第二位まで出して比較しているのか。 

（担当課：菅田） 

・県が各市のものを出しているが、小数点第二位まで記している。 

 

【結果】 

・原案のとおり、決定とする。 

 

 

【議題】 

（２）平成２６年第１回朝霞市議会定例会提出議案について 

 

 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（島村生涯学習部長） 

・本議案は、工事請負契約の変更契約を締結することについてである。 

・朝霞中央公園陸上競技場の改修工事に着手したところ、トラックなどのウレタン施行面積に誤差

が生じていたことや、ウレタン部分に基礎から剥離しているなど著しい劣化の箇所が判明したた

め、変更するものである。 

・本来なら、工事請負契約の変更契約を締結することについては議会に付さなければならないが、

全体的な工事の行程を考慮した場合、議会を召集するいとまがないため、専決処分とした。 

［質疑等］ 

なし 
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 議案第２号 平成２６年度朝霞市一般会計予算 

（小林総務部長） 

・第１条で記載してあるとおり、歳入歳出予算の総額は３５８億１，０００万円で、前年度比 

１．９％の増、金額にして６億５，０００万円の増となっている。 

・第２条は継続費については、平成２６年度から平成２７年度までの２年度の事業で、男女平等推

進行動計画策定事業を含む４事業である。 

・第３条の債務負担行為については、高齢者住宅整備資金利子補給補助を含む６事業についてであ

る。 

・第４条の地方債については、庁舎施設耐震化事業を含む１０事業と、災害援護資金貸付金、臨時

財政対策債を加えた全１２件についてである。 

・第５条の一時借入金については、昨年度同様２０億円を最高額としている。 

・第６条の流用についても去年と同様である。 

・歳入については、第１款の市税は、２０５億７，８２８万８，０００円を計上しており、対前年

度比０．３％の増となっている。 

・第２款から第８款及び第１０款については、平成２４年度決算額、地方財政計画の伸び率、県の

試算等により算定している。この内の第６款地方消費税交付金については、埼玉県の推計による

額を計上している。 

・第９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、平成２４年度の実績に基づき計上し

ている。 

・第１１款の地方交付税については、普通交付税については平成２５年度交付額と、地方財政計画

の伸び率に基づいて算定した額を計上している。また、第１０款の地方特別交付税については、

３年度間の交付実績に基づき計上している。合わせて５００万円の増額となっている。 

・第１３款の分担金及び負担金については、民生費負担金が約７，０００万円、土木費負担金が約

１，０００万円の増額となっている。民生費は保育園入園児童保護者負担金現年分、土木費は赤

野毛排水機場維持管理費負担金が増額となっている。 

・第１５款の国庫支出金については、前年度比１２．６％増の、５７億９，１３３万４，０００円

を計上している。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に係る補助金が５億１，２６６

万２，０００円の新規計上している。 

・第１６款の県支出金については、前年度比で２４．３％増の２３億５，６５９万７，０００円を

計上している。この件については、介護保険事業に係る地域密着型サービスの施設に対する補助

金を計上した他に、認可外保育施設支援事業補助金が国庫補助金から県補助金に切り替わったこ

とが増額の主な理由である。 

・第１７款の財産収入については、幸町３丁目にある、市が所有する水道施設の土地を水道事業会

計に売却することによる収入である。 
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・第１９款の繰入金については、地域福祉基金の廃止を予定している。そのため２，１００万円を

繰り入れている。 

・第２０款の繰越金については、４億円を計上している。 

・第２１款の諸収入については、前年度当初予算に対して８．６％減の１０億６４９万９，０００

円を計上している。 

・第２２款の市債については、１６億７，３９０万円の借入れを予定しており、前年度比で９．７％

の増となっている。 

・歳出については、第１款の議会費で、前年度比０．９％減の２億９，８２４万３，０００円とな

っている。 

・第２款の総務費については、前年度比４．３％増の４１億６，０５９万１，０００円を計上して

いる。主な事業としてはテレビ埼玉データ放送サービス事業、広報あさか全戸配布事業、庁舎施

設耐震化事業等を予定して計上している。 

・第３款の民生費については、前年度比８．８％の１７７億８，６２４万９，０００円を計上した。

主な事業は臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業がある。その他、浜崎

放課後児童クラブ保育室建設事業や民間社会福祉施設整備補助事業などがある。 

・第４款の衛生費については、前年度比３．８％減の２７億４，１５３万９，０００円を計上して

いる。 

・第５款の労働費については、９３．６％減の１５５万３，０００円を計上している。 

・第６款の農林水産業費については、前年度比４．５％減の７，３１７万６，０００円を計上して

いる。 

・第７款の商工費については、前年度比２．１％増の２億５，５３０万２，０００円を計上してい

る。この中には、シティセールスイベント事業、商店街防犯カメラ設置補助等がある。 

・第８款の土木費については、前年度比９．５％減の２２億８，５２１万４，０００円を計上して

いる。黒目川桜並木管理事業、落橋防止対策事業の宮戸橋耐震補強工事負担金などがある。 

・第９款の消防費については、前年度比３．８％減の１２億５，４５０万２，０００円を計上して

いる。 

・第１０款の教育費については、前年度比１１．９％減の３７億２，９９１万２，０００円を計上

している。この中には、第二小学校特別支援学級の開設、博物館非構造部材耐震診断事業などを

予定している。 

・第１１款の公債費については、前年度比０．９％減の３１億６，７７０万円を計上している。 

・第１２款の諸支出金については、災害援護金資金貸付金、土地開発基金繰出金で６０１万９，０

００円を計上している。 

・第１３款の予備費については、前年度と同額の５，０００万円を計上している。 

・参考資料として、平成２６年度一般会計当初予算資料に、基金の現在高現状調を載せており、財
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政調整基金は平成２６年度末現在高の見込みで４億５，１８６万８，０００円であり、平成２６

年度当初予算の段階での残高である。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第３号 平成２６年度朝霞市国民健康保険特別会計予算について 

（藪塚健康づくり部長） 

・第１条の歳入歳出予算の総額は、１２２億９，０３０万４，０００円で、前年度比で２．４％の

増となっている。 

・歳入の概要については、第１款の国民健康保険税は、３３億５，４５２万４，０００円を見込み、

前年度比で１１．６％増となっている。保険税は長引く景気の低迷により、高齢者の支援金等税

率の見直しを含んだものを計上した。 

・第３款の国庫支出金の主なものは、国庫負担金の療養給付費等負担金が２３億４，４８４万２，

０００円を計上したほか、国庫補助金では財政調整交付金を３億１，０００万円計上し、国庫支

出金の合計は、２７億５，１４６万円で、前年度比で５．４％増となっている。 

・第４款の療養給付費等交付金は、退職被保険者等医療費に対する社会保険支払報酬基金からの 

４億１，０２２万５，０００円を計上し、前年度比で０．９％減となっている。 

・第５款の前期高齢者交付金については、各医療保険者の加入者の占める６５歳から７４歳までの

前期高齢者にかかる不均衡を調整するための交付金であり、２２億３，００９万６，０００円を

計上し、前年度比１６．５％減となっている。 

・第６款の県支出金は、県負担金では高額医療費共同事業負担金と特定健康診査等負担金で、県補

助金では、財政調整交付金などで、合計が６億２，４２０万６，０００円を計上し、前年度比２．

９％減となっている。 

・第７款の共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金が、３億３，２９５万７，０００円で、

保険財政共同安定化事業交付金は１４億８，１７１万２，０００円で合計が、１８億１，４６６

万９，０００円を計上し、前年度比９．５％増となっている。 

・第９款の繰入金の合計額は、８億８，１９３万１，０００円で３．６％増となっている。 

・第１０款の繰越金は、その他繰越金として前年度繰越金を１億６，０００万１，０００円計上し

ている。 

・第１１款の諸収入については、６，３１８万７，０００円を計上している。 

・歳出については、第１款の総務費は、２，２１８万３，０００円を計上し、前年度比２．０％増

となった。 

・第２款の保険給付費第１項の療養諸費の内訳は、療養給付費事業、療養費の支給事業及び審査支

払事業等を計上している。また、第２項の高額医療費では、一般及び退職の高額療養費事業等で、
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第３項の移送費、第４項の出産育児諸費、第５項の葬祭諸費を合わせて合計は、７７億９，３８

２万６，０００円で、支出総額の６３．４％を占めており、前年度比で０．９％増となっている。 

・第３款の後期高齢者支援金等については、１７億５，７９２万４，０００円を計上し、前年度比

７．３％増となっている。 

・第６款の介護納付金については、７億６，２２３万５，０００円を計上し、前年度比１．２％増

となっている。 

・第７款の共同事業拠出金については、歳入で説明をした共同事業交付金の原資でとなるもので、

高額医療費及び保険財政安定化事業費などの拠出分として、１７億３，８９７万９，０００円を

計上し、前年度比６．０％増となっている。 

・第８款の保健事業費については、１億９，０４５万１，０００円で、前年度比１．９％減となっ

ている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第４号 平成２６年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算について 

（比留間都市建設部次長） 

・第１条の歳入歳出予算の総額は、１７億４，８７５万円で、前年度比で１．６％増となっている。 

・歳入の概要は、第１款の分担金及び負担金については、旧暫定逆線引地区の下水道整備に係る下

水道事業受益者負担金等である。 

・第２款の使用料及び手数料については、下水道使用量等で有取水量を１，３２２万㎥見込んだも

のである。 

・第３款の国庫支出金については、下水道事業費の国庫補助金である。 

・第４款の繰入金については、一般会計からの繰入金で、雨水処理に係る経費のほか、事業運営の

ための繰入金である。 

・第５款の繰越金については、前年度からの繰越金である。 

・第６款の諸収入は、水洗便所改造資金の融資預託金返還金等である。 

・第７款の市債については、下水道工事に伴う、公共下水道事業債及び荒川右岸流域下水道事業債

を見込んだものである。 

・歳出については、第１款下水道総務費の第１項総務管理費、第１目一般管理費の職員人件費は、

下水道課職員１２人分の給料の他に、職員手当等及び共済費を計上している。 

・下水道審議会運営事業については、下水道審議会委員の報酬、費用弁償等を計上している。 

・水洗便所改造資金貸付事業については、負担金、補助及び交付金の水洗便所改造資金融資利子補

給補助金等を計上している。 

・使用料徴収事業の委託料については、水道部に委託している下水道使用料の料金徴収業務委託料
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を計上している。 

・一般管理事務費については、一般事務費のほか、埼玉県市町村総合事務組合負担金などで、公課

費は消費税を計上している。 

・第２款下水道事業費、第１項下水道事業費、第１目の汚水維持管理事業は、需用費で仲町中継ポ

ンプ場の光熱水費、マンホール蓋の交換などの施設等修繕料、役務費は仲町中継ポンプ場の電話

料、委託料は仲町中継ポンプ場の委託料のほか、管清掃業務や水質検査等で、工事請負費は黒目

川の侵入水防止工事を計上している。負担金、補助及び交付金は志木市の公共下水道利用にかか

る維持管理負担金を計上している。 

・下水道台帳整備事業については、委託料で下水道台帳作成委託料を計上している。 

・第２目の雨水維持管理費については、需用費で排水機場の光熱水費、施設等修繕料。委託料は排

水機場の保守点検、管清掃業務委託料を計上している。使用料及び賃借料は下水道用地の土地借

上料、田子山下水路維持管理事業は負担金、補助及び交付金で、志木市・新座市との共同事業で

実施した田子山排水機場の建設に伴う負担金のほか、維持管理負担金を計上している。 

・第３目の汚水建設費については、旧暫定逆線引地区の汚水管工事のほか、公供汚水枡設置工事な

どを計上している。私道排水設備工事助成事業については、負担金、補助及び交付金で、私道排

水設備設置補助金を計上している。 

・第４目の雨水建設費については、雨水管等整備事業のための管渠設計委託料、工事請負費は道路

冠水を軽減するための雨水排水工事などを計上している。 

・第５目の流域下水道事業費については、負担金、補助及び交付金で、荒川右岸流域下水道維持管

理負担金を計上している。 

・第３款公債費、第１項公債費、第１目の元金については、元金償還事業で、公共下水道事業債、

流域下水道事業債の元金を計上している。 

・第２目の利子については、利子支払事業で、公共下水道事業債、流域下水道事業債の利子を計上

している。 

・第２表の債務負担行為については、朝霞市水洗便所改造資金融資あっせん制度による金融機関の

貸付金に対する損失補償と利子補給補助である。 

・第３表の地方債については、下水道事業債の限度額、利率等を定めたものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

 

議案第５号 平成２６年度朝霞市介護保険特別会計予算について 

（藪塚健康づくり部長） 

・平成２６年度朝霞市介護保険特別会計予算の総額については、歳入歳出それぞれ５１億２，５９
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６万１，０００円で、前年度比で、４．８％増となっている。 

・歳入の第１款の保険料については、第１号被保険者保険料で、１１億８，８４６万４，０００円

を計上している。 

・第３款の国庫支出金については、介護給付費負担金などで、負担金と補助金を合わせて、９億６，

０７５万９，０００円を計上している。 

・第４款の支払基金交付金については、４０歳から６４歳までの介護給付費交付金などで、１４億

３，３０３万４，０００円を計上している。 

・第５款の県支出金については、介護給付費負担金などで、負担金と補助金を合わせて、７億４，

３６１万３，０００円を計上している。 

・第７款の繰入金については、一般会計及び基金からの繰入金で、合わせて８億８万３，０００円

を計上している。 

・歳出の第１款総務費については、９，７４８万１，０００円となっている。 

・内訳は、第１項総務管理費の介護保険事務の電算機借上料等を計上している。 

・第３項介護認定審査会については、５，５１９万３，０００円で、介護認定審査事業費の３，６

５８万３，０００円、介護認定調査費の１，８６１万円を計上している。 

・第２款保険給付費については、４９億１，４９２万８，０００円で、歳出総額の９５．９％を占

めている。 

・第１項介護サービス等諸費は４３億３５４万７，０００円である。 

・内訳は、第１目の居宅介護等サービス給付費が、１７億６，２２８万９，０００円である。 

・第２目の地域密着型介護サービス給付費については、４億８，２９５万８，０００円である。 

・第３目の施設介護サービス給付費については、１８億４，４６９万円である。 

・第６目の居宅介護等サービス計画給付費については、１億８，９６７万９，０００円である。 

・第２項介護予防サービス等諸費は３億１，５６８万５，０００円である。 

・内訳は、第１目介護予防サービス給付費で、２億６，４８９万２，０００円である。 

・第５項の特定入所者介護サービス等費については、介護施設等を利用した際の居住費、食費分に

ついて、低所得者の方への保険給付として、特定入所者介護サービス費、１億８，４０４万９，

０００円を計上している。 

・第３款地域支援事業費については、介護予防事業費及び包括的支援事業・任意事業を実施するも

ので、１億５９９万２，０００円を計上している。 

［質疑等］ 

なし 
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議案第６号 平成２６年度朝霞市後期高齢者医療特別会計予算について 

（藪塚健康づくり部長） 

・平成２６年度朝霞市後期高齢者医療特別会計予算の総額については、歳入歳出それぞれ１０億 

６，８４１万円で、前年度比で、４．７％増となっている。 

・歳入の、第１款後期高齢者医療保険料については、埼玉県後期高齢者医療広域連合による算定に

基づいて、９億１，０９９万５，０００円を見込んでおり、歳入総額の８５．３％を占めている。 

・第２款の繰入金については、１億５，５２６万３，０００円を計上している。 

・内訳は、第１項一般会計繰入金の事務費繰入金が１，８０８万円であり、また、低所得者等の保

険料軽減として、県と市の負担による保険基盤安定繰入金が１億３，７１８万３，０００円であ

る。 

・第３款繰越金と第４款諸収入の合計が２１５万２，０００円である。 

・歳出の、第１款総務費が、１，３０８万円を計上して、前年比５．３％の増となっている。 

・内訳は、第１項総務管理費、第１目一般管理費で、５４９万８，０００円を計上している。 

・第２項の徴収費については、保険料徴収事業の経費として、７５８万２，０００円を計上してい

る。 

・第２款後期高齢者医療広域連合納付金については、市で徴収した保険料と低所得者等への県と市

からの基盤安定繰入金を合わせて、１０億４，８２７万８，０００円を計上している。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第７号 平成２６年度朝霞市水道事業会計予算について 

（田中水道部長） 

・第２条の業務の予定量については、給水戸数が６１，０６８戸、年間総給水量は１，５８３万㎥  

 で、一日平均給水量が４万３，３７０㎥と見込んでいる。 

・県水受水量は、１，１０８万１，０００㎥を見込み、受水率は、前年と同率の７０％である。 

・主要な建設改良事業については、導配水管耐震化工事である。 

・第３条の収益的収入及び支出について、収入の第１款水道事業収益は、２３億６，８２４万１，

０００円で、前年比１３．４％の増、支出の第１款水道事業費は、２０億７，９０６万７，００

０円で、前年比５．７％の増である。 

・水道事業収益から水道事業費を差し引いた純利益は、２億８，９１７万４，０００円を見込んで

いる。 

・収入については、第１項営業収益の、収入総額の８０．６％を占める水道料金で、１９億９９７

万４，０００円を見込み、第２項の営業外収益では、水道利用料金加入金で、１億８，３４５万

３，０００円で、この２つの合計で収入全体の８８．４％を占めている。 
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・支出については、第１項営業費用、第１目原水及び浄水費の中で、支出総額の３５・６％を占め

る、県水受水費７億３，９３５万１，０００円である。 

・第６目の減価償却費については、４億６２０万９，０００円である。 

・第２項営業外費用、第１目支払利息及び企業債取扱諸費については、１億５，８６８万２，００

０円である。 

・税抜供給単価は１２４円５５銭、給水原価は１３７円３７銭、１２円８２銭の逆ざやとなり、前

年比で５円２６銭の増となっている。 

・第４条の資本的収入及び支出について、収入の第１款基本的収入は、１，１８２万７，０００円

で、前年比２０４．２％の増、支出の第１款基本的支出は、１３億８，４７７万９，０００円で、

前年比６８．１％の増となっている。 

・資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１３億７，２９５万２，０００円は、過年度

分損益勘定留保資金、建設改良積立金などで補てんするものである。 

・主な支出については、第１項建設改良費、第１目建設費では、旧朝霞第四小学校正門前にある第

１０号取水井用地を一般会計より購入する４，６１１万６，０００円、第２目建設改良費では、

導水管耐震化事業、泉水浄水場着水井更新事業、水圧不足改善及び老朽管更新事業に係る布設替

工事や舗装復旧工事など、９億３，５９８万４，０００円のほか、第２項企業債償還金の３億 

５，１８９万２，０００円などである。 

・第５条の継続費は、泉水浄水場着水井更新事業については、総額及び年割額などを設定するもの

である。 

・この事業については、泉水浄水場着水井は昭和４６年から運用を開始し、４２年経過しているた

め、耐震性を確保するための工事である。安定した圧力及び流用を利用した小水力発電を利用し、

環境に配慮した再生可能エネルギーを確保して、電力会社に売電を考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第８号 平成２５年度朝霞市一般会計補正予算（第３号）について 

（小林総務部長） 

・補正額は、歳入歳出ともに、２億６，４４９万６，０００円で、補正後の一般会計予算額は、３

６８億５０２万９，０００円である。 

・第２表の継続費補正については、第５次総合振興計画策定事業の中の、事業の進捗に伴い、事業

の総額、年割額を変更するものである。 

・第３表の繰越明許費については、平成２５年度に前倒しして実施する庁舎施設耐震化事業を含む、

６事業ついて、年度内に完了することが困難なため、翌年度に繰り越すものである。 

・主なものとして、庁舎施設耐震化事業のほか、消防費の消防団無線デジタル化事業、教育費の小・
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中学校の耐震改修事業などがある。 

・第４表の地方債補正については、中学校耐震改修事業を含む３事業を追加し、中央公園陸上競技

場改修事業及び小学校耐震改修事業について事業実績に合わせて借入額の変更を行うものであ

る。 

・歳入の第１款市税については、たばこの売り上げ本数増加による、市たばこ税を６，６００万円

増額する一方、個人市民税が２億７５６万円、法人市民税が、５，７３９万２，０００円を減額

するものである。それにより１億９，８９５万２，０００の減額となっている。 

・第２款地方譲与税、第３款利子割交付金、第４款配当割交付金ついては、交付実績を基に、決算

見込額を積算して補正したものである。 

・第９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、交付額が確定したため、５６４万 

６，０００円を減額したものである。 

・第１５款の国庫支出金については、実績に伴う補正のほかに、事業の前倒しによる、庁舎施設耐

震化事業の耐震補強工事基本設計委託に対する社会資本整備総合交付金や、小・中学校の体育施

設等の耐震改修事業に対する学校施設環境改善交付金などを増額するほか、地域の元気臨時交付

金を交付してもらえることになったため、新たに計上することにより、１億８，２３８万８，０

００円の増額をしている。 

・第１６款の県支出金については、実績による増額で、２，１８８万５，０００円を増額している。 

・第１７款の財政収入については、財政調整基金などの預金利子を増額するほか、年度当初から予

定していた本町などの３ヶ所の保留地を売却したことによる５４０万８，０００円の増額を計上

している。 

・第１８款の寄付金については、１５件の指定寄付金の受け入れをしたためである。 

・第１９款の繰入金については、荒川右岸流域下水道維持管理負担金の返還金により、下水道事業

特別会計繰入金を一般会計に新たに計上ものによる。一方で、財政調整基金繰入金を減額したた

め、最終的に８９７万１，０００円の増額を計上した。 

・第２１款の諸収入については、埼玉県後期高齢者医療広域連合医療費負担金精算金を受け入れた

ほか、新たに次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金を計上する一方、事業費の確定に伴

い、スポーツ振興くじ助成金を減額することにより、全体的には１，０１０万１，０００円を減

額している。 

・第２２款の市債については、事業費の確定に伴い、中央公園陸上競技場改修事業債を減額する一

方、小学校耐震改修事業債を増額するほか、新たに中学校耐震改修事業債や消防団無線デジタル

化事業債を計上することによる、２億７，０３０万円の増額となった。 

・歳出の総務費については、庁舎の耐震補強工事設計委託料を計上し、２，００９万円の増額とな

った。 

・民生費については、埼玉県後期高齢者医療広域連合医療費負担金などを減額することにより、 
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 ５，２４０万１，０００円を減額となった。 

・衛生費については、実績に伴い、ごみ焼却処理施設運転管理委託料などを減額する一方、各種個

別予防接種委託料などを増額することにより、７０万７，０００円増額となった。 

・商工費については、申請件数の増加に伴い、個人住宅リフォーム資金補助金などを増額すること

により、９２７万８，０００円増額となった。 

・土木費については、実績に伴い、下水道事業特別会計繰出金などを減額することにより、４，２

１９万４，０００円減額となった。 

・消防費については、新たに消防団無線デジタル化のため、機購入費を計上することから、３，０

３０万６，０００円の増額となった。 

・教育費については、中央公園陸上競技場改修事業の契約額の確定に伴い、公園体育施設の改修工

事費を減額する一方で、新たに、小学校８校、中学校５校の体育施設等の耐震補強に要する工事

費などを計上することで、２億９，８５２万１，０００円の増額となった。 

・諸支出金については、土地開発基金繰出金を、１８万９，０００円増額したものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第９号 平成２５年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

（藪塚健康づくり部長） 

・歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，５９９万２，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２２億７，３１９万５，０００円とするものである。 

・歳入の第３款国庫支出金については、保険給付費の減額に伴い、４，８６７万６，０００円を減

額したものである。 

・第６款の県支出金については、実績に伴い、第１項の県負担金を２８３万９，０００円増額し、

第２項の県補助金を、１，１５２万５，０００円を減額するものである。 

・第７款の共同事業交付金については、実績の伴い、１億１，６２６万８，０００円を減額するも

のである。 

・第９款繰入金、第１項一般会計繰入金については、実績に伴い、７６０万４，０００円を増額す

るものである。 

・歳出の第２款保険給付費については、医療費の動向を勘案し減額するものである。 

・第１項の療養給付費については、一般及び退職被保険者療養給付事業の減額などで、療養諸費全

体で、１億４，０４９万５，０００円を減額したものである。 

・第２項の高額療養費については、一般及び退職被保険者高額療養費支給事業を、５，２２２万円

減額したものである。 

・第４項の出産育児諸費については、１，３８６万円を増額したものである。 
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・第５項の葬祭諸費については、１３０万円を増額したものである。 

・第７款の共同事業拠出金については、１，１３５万３，０００円を増額したものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１０号 平成２５年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

（比留間都市建設部次長兼道路交通課長） 

・歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４，２８５万５，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１９億７，８６２万５，０００円とするものである。 

・歳入の第３款繰入金については、一般会計からの繰入金を、３，４９６万５，０００円減額する

もので、諸収入の雑入については、埼玉県からの荒川右岸流域下水道維持管理負担金の平成２２

年度から平成２４年度末までの累積収支差額の余剰金の返還金で、１億７，７８２万円を新たに

受け入れるものである。 

・歳出の第１款下水道総務費、第１目一般管理費については、荒川右岸流域下水道維持管理負担金

返還金の１億７，７８２万円のうち、８６万５，０００円を和光市並びに新座市へ返還し、残り

の１億７，６９５万５，０００円を一般会計に繰り出すものである。 

・和光市並びに新座市は、その一部の区域が本市公共下水道に接続されており、当該使用水量分の

維持管理費用を本市に支払っているため、使用水量の割合に応じて、両市に返還するものである。 

・第２款下水道事業費、第１目雨水管事業費については、根岸台第３幹線実施設計委託の実施を来

年度に延ばすことから、３，４９６万５，０００円減額するものである。 

・第２表繰越明許費については、汚水管建設事業並びに雨水管建設事業の年度内完成が困難なため、

翌年度に繰り越すものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１１号 平成２５年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

（藪塚健康づくり部長） 

・歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，９８６万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５３億４，６７０万５，０００円とするものである。 

・歳入の第７款繰入金については、介護保険保険給付費支払基金からの取り崩しで、４，９８６万

２，０００円を増額するものである。 

・歳出の第２款保険給付費については、給付実績に伴い、居宅介護等サービス給付費負担金を、 

４，９８６万２，０００円増額するものである。 
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［質疑等］ 

なし 

 

議案第１２号 平成２５年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

（藪塚健康づくり部長） 

・歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０８万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１０億２，６８６万５，０００円とするものである。 

・歳入の第２款繰入金については、県と市の保険基盤安定負担金の確定に伴い、１０８万２，００

０円を減額するものである。 

・歳出の第２款後期高齢者医療広域連合納付金についても、県と市の保険基盤安定負担金の確定に

より、１０８万２，０００円を減額するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１３号 朝霞市社会教育委員設置条例の一部改正する条例ついて 

（島村生涯学習部長） 

・「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

の施行に伴い、社会教育法が一部改正され、社会教育委員の設置に係る委嘱の基準等について、

条例で新たに規定するものである。 

・公募委員枠を新たに設け、更なる市民参画を図る。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１４号 朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ついて 

（小林総務部長） 

・本市の厳しい財政状況を考慮し、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年間、

職員の地域手当の支給割合を、現行の１０％から９％に引き下げるものである。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１５号 朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例ついて 

（藪塚健康づくり部長） 
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・長引く景気低迷により、歳入の国民健康保険税の調定額が減少していた。歳出では、後期高齢者

支援金等が毎年増加しており、国民健康保険業務の健全な運営を図るため見直しを行うものであ

る。 

・内容については、平成２３年度から実施している後期高齢者支援金等分の均等割りの２，０００

円減税を元の９，０００に戻すものである。 

・賦課限度額を７７万円に改めるものである。 

・医療保険分の所得割を現行の７．５％から７．７％に、介護保険分の所得割を現行の０．９％か

ら１．７％に、後期高齢者支援金分の所得割を現行の０．９％から２．０％にそれぞれ引き上げ

るものである。 

・改定率については、平成２５年度の調定額と比較して１４．３％の引き上げとなる。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１６号 朝霞市敬老祝金給付条例の一部を改正する条例ついて 

（藪塚健康づくり部長） 

・本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金の給付を行うことにより、敬老の意を表すとともに、長

寿を祝福することを目的として給付しているものであるが、急速な高齢社会の進展に伴い、財政

の効率的運営を図るため、敬老祝金の給付対象者及び給付額を変更するものである。 

・満８０歳及び満９０歳の方への給付を削除し、満８８歳の方へは現行の３万円を１万円に、 

満９９歳の方へは現行の５万円を１万円に、満１００歳の方へは現行の６万円を３万円に減額す

るものである。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１７号 朝霞市機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例ついて 

（田中審議監） 

・平成２６年４月１日の機構改革の実施に伴い、関連する条例の、課の名称を変更する条例をまと

めて整理するものである。 

・第１７条の朝霞市消防賞じゅつ金等審査委員会条例について、現在、総務部長が充て職となって

いるが、市職員に変更するものである。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 
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なし 

 

議案第１８号 朝霞市都市計画審議会条例の一部を改正する条例ついて 

（吉川都市建設部次長兼都市計画課長） 

・朝霞市都市計画審議会条例に基づき設置している朝霞市都市計画審議会において、市民の参画機

会の充実を図るため、新たに公募市民の枠を設置するとともに、より専門的な意見を求めること

を目的として、委員構成及び定数を変更するものである。 

・審議会の委員構成については、法令の規定に基づいて定めている。その中の市議会議員について

は、昨年１２月に附属機関等の委員の改正が行われたばかりのため、現行の５名を予定している。 

・委員の代理出席については、緑化推進会議と同様に原則認めないが、関係行政機関の職員につい

ては、委員本人と同等程度に組織としての意思を表明しうる者の代理出席を認めるものとする。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第１９号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例について 

（小林総務部長） 

・現在、市長の給料月額を２０％、副市長及び教育長の給料月額を１０％減じているが、平成２６

年４月１日から平成２７年３月３１日については、市長の給料月額を３０％、副市長及び教育長

の給料月額を２０％減じる特例措置を実施するものである。 

・この改正については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２０号 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例ついて 

（三田福祉部長） 

・限られた財源を効率的・効果的に活用するために、県の補助金の支給対象外である、食事療養標   

 準負担額及び生活療養標準負担額の給付について見直しを行ったため、条例の一部を改正するも

のである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２１号 朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例ついて 

（三田福祉部長） 
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・限られた財源を効率的・効果的に活用するために、手当額の見直しを行うものである。 

・手当額を一律、月額８，０００円とし、併せて特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の

受給者について、支給対象から除くものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２２号 朝霞市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例ついて 

（三田福祉部長） 

・限られた財源を効率的・効果的に活用するために、支給内容の見直しを行うもので、県の補助金

の支給対象外である、入院時食事療養標準負担額を支給対象医療費から除くものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２３号 朝霞市ひとり親家族等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例ついて 

（三田福祉部長） 

・限られた財源を効率的・効果的に活用するために、支給内容の見直しを行うもので、県の補助金

の支給対象外である、入院時食事療養標準負担額を支給対象医療費から除くものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２４号 朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例ついて 

（細沼会計管理者） 

・平成２６年４月１日から消費税率が８％に変更されることを踏まえ、低炭素建築物新築等計画の

認定等の申請手数料のうち、消費税分に相当する額を改めるものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２５号 朝霞市災害派遣手当等の支給に関する条例一部を改正する条例ついて 

（小林総務部長） 

・従前の朝霞市災害派遣手当等の支給に関する条例に、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び

大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴い、都道府県又は市町村は、派遣された国等の職

員に対し、災害派遣手当を支給できるようになったことから、地方公務員法第２４条第６項の規

定に基づき、改正するものである。 

・この改正については、公布の日から施行したいと考えている。 
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［質疑等］ 

なし 

 

議案第２６号 朝霞市地域福利基金条例を廃止する条例について 

（三田福祉部長） 

・社会経済情勢の変化を踏まえ、基金原資の有効活用を図るため、本条例を廃止するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２７号 朝霞市庁舎等整備方針検討委員会条例を廃止する条例について 

（小林総務部長） 

・平成２４年１１月から、整備方針について検討していたが、平成２５年１０月に整備方針をまと

め市長に提言が行われたことから、本条例を廃止するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２８号 朝霞市庁舎施設耐震化事業プロポーザル選定委員会条例について 

（小林総務部長） 

・今後、市庁舎の耐震化事業に係るプロポーザルの実施にあたり、その内容が最も優れた者を厳正

かつ公平に選定するために審査を行うことを尾もなじむとする、朝霞市庁舎施設耐震化事業プロ

ポーザル選定委員会を附属機関として設置する必要があるため、地方自治法第１３８条の４第３

項の規定により、新たに制定するものである。 

・この条例については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第２９号 朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会条例について 

（田中審議監） 

・朝霞市基地跡地利用計画を見直すにあたり、朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会を附属機

関として設置する必要があるため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、新たに制定

するものである。 

・この条例については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 
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議案第３０号 朝霞市債権管理条例について 

（小林総務部長） 

・市の債権管理に関する事務処理についての一般的基準等を定めることにより、これまで各債権所

管課が個別に行っていた「台帳の整備」、「督促」などの事務について、全庁的な手続きの明確化、

統一化を図るとともに、債務者が破産したとき、私債権において消滅時効に係る事項期間が満了

したときなど、徴収不能となった債権の放棄を適切に行うことについて必要な事項を定めるため、

新たに制定するものである。 

・この条例については、平成２６年４月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第３１号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

（小林総務部長） 

・同組合を組織する地方公共団体のうち、彩北広域清掃組合の名称変更に伴い、同組合規約を変更

することについて協議する必要があるため、地方自治法第２９０条の規定により提出するもので

ある。 

・この変更については、平成２６年４月１日から施行することとなる。 

［質疑等］ 

なし 

 

【結果】 

・原案のとおり、決定とする。 

 

 

【閉会】 

 

 

 

 


